
 

事 務 連 絡  

令和８年６月 10 日  

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 事 務 局 

小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

御中 

 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課 

 

学校における献血への理解増進に向けた取組について（依頼） 

 

近年、少子化の影響等により若年層（10 代から 30 代）の献血者数の減

少が顕著となっています。将来にわたって安定的に血液を確保するため

に、献血可能年齢前の児童生徒も含め、若年層を対象とした献血の普及啓

発が重要であり、令和７年６月 13 日に閣議決定された「経済財政運営と

改革の基本方針 2025」に、「小中学生から献血に対する理解を深める」こ

とが盛り込まれたところです。 

この度、厚生労働省より、令和８年６月９日付け事務連絡で学校におけ

る献血推進活動について周知等の協力依頼（別添１参照）がありましたの

で、この趣旨を御理解いただき、小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校等において、令和７年７月及び 12 月頃に配付された献血啓発資材を活

用いただくとともに、都道府県赤十字献血センターが行う出前講座や学校

献血等により、献血に触れ合う機会を積極的に受け入れるなど、献血への

理解増進に向けて取り組んでいただきますようお願いします。特に学校献

血については、別添１別紙３の「学校献血について」を参考にするなど、

献血に触れ合う機会を作るといった取組の推進をお願いします。 

また、文部科学省では、「現代的な健康課題（がん教育等）理解増進事

業」において、例えば、日本赤十字社の職員や医師、輸血を受けた患者等

を外部講師として活用する際の経費の支援を行うこととしていますので、

併せて御活用ください（別添２）。 

このことについて、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の

学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課

におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、附属

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に配付された献血啓発資

材の活用等、献血への理解増進に向けた取組をお願いするものです。 



学校を置く各国公立大学法人事務局におかれてはその設置する附属学校

に対して、小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別

区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当

課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、それぞれ周知され

るようお願いします。 

なお、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法につい

ては、全ての学校へ一律に周知する以外にも、例えば、他案件とまとめた

周知の実施や教育委員会主催の教員研修の場での配布等、貴課において適

切に御判断いただくようお願いします。 

 

(添付資料) 

・別添１：令和８年６月９日付け厚生労働省医薬局血液対策課事務連絡 

「学校における献血推進活動について（依頼）」 

 【別紙１】活用可能な啓発資材等一覧 

 【別紙２】ブロック血液センター・都道府県赤十字血液センター一覧 

 【別紙３】学校献血について 

 【別紙４】都道府県別学校献血等実績 

・別添２：現代的な健康課題（がん教育等）理解増進事業 

 

 

 
（献血推進活動について） 

厚生労働省医薬局血液対策課献血推進係 

電話：03-5253-1111（内線 2908） 

（本事務連絡について） 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課保健指導係 

電話：03-5253-4111（内線 2918） 
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